


1 The IOC Consensus Statement: harassment and abuse (non-accidental violence) 
in sport（2016 年）6頁
2 その原因は、通報・相談制度が十分に運用されていないこと、懲罰基準が不明確で各団体
の裁量に任されていること、各団体が行為者に対して処分等の制裁を行う場合、それは何ら
かの資格に対する処分という形で行われることが多く、各スポーツ団体は無資格者に対して
実効的な責任追及をできないことなどが挙げられる（Human Rights Watch「数えきれな
いほど叩かれて　日本のスポーツにおける子どもの虐待」38頁）

3広辞苑第７版より。もちろん、eSports という分野が出現するなど、技術の発展や人々の
生活の変化を受けて現在におけるスポーツの定義はもっと広く解されるようになってきてい
るといえるだろう。
4体育・スポーツ史概論４頁
5体育・スポーツ史概論４頁、体育史講義 16頁
6同上

１　はじめに
　ハラスメントは、それをされた人の心身を壊し、キャリアを潰し、スポーツ
界全体に大きな損失を与える（ドーピングや不正行為の助長にもつながるとの
指摘や 1、スポンサー離れなどの経済的悪影響についての指摘もある）。この
ような損失を事後的に回復させることは難しい。行為者を処分することで補え
る部分もあるのかもしれないが、そもそも、行為者への処分等の責任追及がほ
とんどされておらず、不十分との指摘もある 2。
　だからこそ、何よりも予防が大切である。予防としては、単に予防研修をす
ればそれで万事問題ないということではなく、スポーツに関わる者１人ひとり
が、スポーツの本質、そして、スポーツにおけるハラスメントについて、常に
思考し続けることが大切である。
　そこで、以下、スポーツの歴史、語源を遡り、スポーツの本質的価値につい
て理解を深めつつ、我が国のスポーツの歴史、スポーツにおける価値観、我が
国のスポーツ界の特徴、スポーツと暴力の関係、部活動の問題点、暴力等の原
因４分類などについて紹介、検討を行うことで、読者の皆さん（特に今後第三
者委員会等において御活躍される方々）がスポーツにおけるハラスメントにつ
いて思考を行う際の端緒となればと思う。

２　スポーツの歴史、語源
　スポーツ基本法は、「スポーツは、世界共通の人類の文化である」という言
葉から始まる。なぜ、スポーツはそこまでの地位を得ることができたのだろう
か。この疑問を解決するために、スポーツの歴史、語源について検討を進めて
みたい。
⑴　スポーツの歴史
　現代では、スポーツとは「陸上競技・野球・テニス・水泳・ボートレースな
どから登山・狩猟などにいたるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身
体運動の総称」と定義されている 3。この定義は、フランスの学者である B.
Gillet（ベルナール・ジレ）が『スポーツの歴史』（「Histoire du Sport」1948）
という著書において、スポーツを「遊戯、闘争、激しい肉体活動」という３つ
の要素から定義したことに由来するといわれている。もっとも、スポーツに関
し、これら３つの要素が最初から明確に意識されていたわけではない。
　スポーツ的活動自体は、古代四大文明以前の狩猟採集を中心とした生活の時
代から存在していたことが確認されている 4。狩猟採集生活は、過酷な自然条
件や当時の技術水準からして、とても厳しいもので１日中食料を探し続ける生
活のように思っている方も多いのではないだろうか。しかし、経済人類学者の
研究によると、狩猟採集生活において、食料を得るために必要な時間（準備時
間、狩り・採集の時間、調理の時間）は、１日に平均３～４時間程度だったよ
うであり、しかも、その生活で栄養も十分に摂取できていたことがわかってい
る 5。そして、１日のうちの残り時間は、すべて自由時間であり、余暇だった
のである。この膨大な余暇の過ごし方として、スポーツ的活動が行われていた
ようである 6。
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47 公益財団法人日本体操協会 第三者委員会・前掲注 33・34頁

て選考をしているとはいえず、「若手育成」は判断要素にはなっていないから、
Ｂを代表選手に選考すべきではない合理的な理由は認められない。加えて、協
会が強化委員会に選考を一任した経緯も不透明であり、裁量手続に不適切な点
が認められる。したがって、Ｂを代表選手に選ばなかった行為は、「業務の適
正な範囲」を超えるものである。
⑵　体操
ア　検討１（面談の場所・面談の構造が問題になった事例）

　当該事例について、第三者委員会は、「場所については問題ないが、実績の
ある協会の役員（副会長、強化本部長）で 60歳を超えた大人と 18歳の未成
年者であるＡのみという構造は、関係性の優劣の観点から問題がないとはいえ
ない。未成年者から話を聞く場合は、本来であれば保護者を立ち会わせて行う
べきであろう。また、夫婦ではない他の第三者を立ち会わせる方が相当であろ
う。」と認定している 47。
（コメント）
　当該第三者委員会では、選手の年齢を考えれば、より適切な面談方法があっ
たとしながら、面談自体について、悪性度の高い行為であったとまで評価する
ことはできないとして、パワーハラスメントでないと認定している。
　これは、面談の目的が、コーチによるＡに対する暴力の有無を確かめるとい
う、副会長及び強化本部長（夫婦）自身の利益に直接関わるとはいえない目的
であったこと、同聴取に先立ち、既にコーチの暴力は、ある程度明らかになっ
ていたこと、早期の決着を求めて合宿中の同選手の空き時間に聴取がなされた
こと、当初から夫婦揃って聴取することが予定されていたわけではなかったこ
と等の事情を背景にしている。

A選手のコーチによるＡ選手に対する暴行問題の有無を聴取するために、
NTC内の練習場から入室できる部屋で、副会長及び強化本部長（夫婦）と
未成年であるＡ選手との２対１で行われた面談方法について問題になった
事例。

量の幅は厳格に解さなければならない。
　第３に、裁量の幅が狭い場合には、裁量を与えた規範の趣旨から「業務の適
正な範囲」を超えるか否かが比較的容易にわかる場合が多いが、問題は、裁量
の幅が広い場合において、これをどのように判断するかである。この場合には、
判断要素とした事実について誤認はないか、事実に誤認がなかったとしても評
価に誤りはないか、判断要素とすべきでない事項を判断要素としていないか、
逆に、判断要素とすべき事項を見落としていないか、判断要素とした事実を過
小ないしは過大に評価していないか、裁量権を行使した動機に不正はないか、
裁量手続に問題はなかったか等の事情を総合的に考慮して結論を導くことにな
る。東京地判昭和 63 年２月 25 日（前掲注 45 参照）で触れられている選手
の平等取扱いは、判断要素のうち重要なものであるし、平等の取扱いがなされ
ていないことは、動機の不正を推認させる端緒にもなるものである。
　筆者の思考過程を前記事例に則して述べると、次のようなものになるので、
参考にされたい。
　第１に、代表選手選考には裁量が与えられる。選手にとっては、あらかじめ
基準が提示された方が結果の予測が可能であり、納得もできるが、刻々と変化
する情勢や今後の競技の発展等を念頭に置いた専門的判断が不可欠であるとの
点も否定できないためである。
　第２に、本件では、理事会は、女子強化委員会に対し、代表選手選考を一任
しているが、女子強化委員会に与えられた裁量は、代表選手選考がレスリング
協会の中心的業務であり（定款４条２項）、選手にとって非常に重要なもので
あることから、代表選手を恣意的に選出できるというものではなく、かつ、個
人競技であって、直前期の大会における成績が客観的に明らかとなるものであ
るから、2009 年天皇杯及び 2010 年明治杯の結果を基準にすべきと考えるべ
きである。
　第３に、本件では、基準とされる２大会において、Ｂはいずれも優勝してい
るから、Ｂを代表選手に選考すべきではない合理的な理由が認められない場合
には、Ｂを代表選手に選考しないとする裁量は「業務の適正な範囲」を超える
ものと一応推定できる。この点、Ｂを代表選手に選考しなかった理由は、「若
手育成」であるが、実際の選考結果に照らすと、「若手育成」を判断要素とし
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第３　第三者委員会における事例

106

第２章　スポーツにおけるハラスメントの判断基準と判断のポイント


